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福岡大野城卓球アカデミー会則 

 

第１章 総 則 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は「福岡大野城卓球アカデミー」と称し，英語表記は，FUKUOKA ONOJO 

TABLE TENNIS ACADEMY（略称：FOTTA）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は，福岡県大野城市南大利二丁目１番２３号 グランドエンパイア 

ホテル内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 本会は，小中学生をはじめとする子どもたちを対象とした卓球の普及振興を図ると 

ともに，卓球をとおして広く市民の心身の健康に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）小中学生向けの卓球教室に関すること。 

（２）前号以外の一般会員向けの卓球教室に関すること。 

（３）その他，本会代表が必要と認める事業。 

 

第３章 会員等 

 

（会員） 

第５条 本会の会員は，次の各号に掲げる３種類とする。 

（１）正会員（小中学生）は，この会の目的に賛同し，入会した小中学生。 

（２）正会員（一般）は，この会の目的に賛同し，入会した高校生以上の者。 
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（３）賛助会員は，この会の事業に賛助するために，入会したもの。 

２ ただし，前項第３号の賛助会員は，法人，個人を問わないものとする。 

 

（入会） 

第６条 会員として入会するものは，別紙様式第１号に定める入会届を代表に提出し，本会 

代表の承認を得るものとする。 

 

（会費等） 

第７条 会員は，年会費として次に定める会費を納入しなければならない。 

（１）正 会 員（小中学生） ３，０００円 

（２）正 会 員（ 一 般 ） ４，０００円 

（３）賛助会員       ２，０００円（ 一 口 ） 

２ 会員は，前項各号に定める年会費のほか，次の各号に掲げる月謝または利用料を納入し 

なければならない。 

（１）正 会 員（小中学生） 月 謝  週 1回コース      ５，０００円 

                   週 2回コース      ７，０００円 

                   週 3回コース      ９，０００円 

                   強化（週５）コース  １３，０００円 

（２）正 会 員（ 一 般 ） 利用料  下記表のとおり 

利用時間 利用料 

２時間 ４００円 
 

３ 前項第１号に定める正会員（小中学生）の月謝は，兄弟（姉妹）で加入の場合，二人目 

以降は半額とする。ただし、強化コースにおいて兄弟割は適用しない。 

 

（退会） 

第８条 会員は，別紙様式第２号に定める退会届を提出することにより，任意に退会するこ 

とができる。 

２ 会員が，次の各号のいずれかに該当したときは，退会したものとみなす。 

（１）本人が死亡したとき。 

（２）会費等を納入しないとき。 
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（会員資格の抹消） 

第９条 本会会員が，次の各号に該当する場合は，総会の議決を経て登録を抹消することが 

できる。 

（１）会員との連絡が取れなくなった場合。 

（２）１年以上，活動実績がない場合。ただし，別紙様式第３号に定める休会届を提出した 

  場合は，この限りでない。 

（３）会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。 

 

第４章 役員等 

 

（役員） 

第 10 条 本会に次の役員を置く。 

（１）代 表 

（２）副代表 

（３）統括「運営統括」 

（４）統括「指導強化統括」 

（５）統括「事務・経理統括」 

（６）監査役 

２ 前項に定める役員は，役員会において選任する。 

３ 役員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

 

（職務） 

第 11 条 代表は，本会を代表し，その業務を統括する。 

２ 副代表は，代表を補佐し，これに事故あるときまたは欠席のときは，その職務を代行す 

る。 

３ 統括「運営統括」は，本会事業運営の統括，および必要に応じ代表，副代表を補佐する。 

４ 統括「指導強化統括」は，強化本部を指揮する。 

５ 統括「事務・経理統括」は、本会事業運営に必要な事務、経理全般を管理、実行する。

また、事務局を統括する。 

６ 監査役は，会の業務および財産の状況を監査する。 
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（解任） 

第 12 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは，総会の議決により，これを解任す 

ることができる。 

（１） 心身の故障等により，職務の執行が困難と認められるとき。 

 

第５章 資産及び会計 

 

（資産） 

第 13 条 本会の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）財産目録に記載された財産 

（２）入会金及び会費 

（３）寄付金品 

（４）財産から生じる収入 

（５）事業に伴う収入 

（６）その他の収入 

 

（事業年度） 

第 14 条 本会の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月 31日までとする。 

 

（事業報告及び収支決算） 

第 15 条 代表は，毎事業年度終了後，２か月以内に次の各号に掲げる書類を作成し，監査 

を経て，総会の承認を得なければならない。 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）監査報告書 

 

第６章 会議等 

 

（総会） 

第 16 条 本会の総会は，正会員をもって構成し，年に１回開催するものとする。ただし， 
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必要があるときは，臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は次に掲げる事項について，議決する。 

（１）会則の変更 

（２）解散 

（３）事業の変更 

（４）事業報告及び収支決算 

（５）役員の選任及び解任 

（６）その他，会の運営に関する重要事項 

 

（議事録） 

第 17 条 総会の議事については，議事録を作成する。 

 

（役員会） 

第 18 条 役員会は，役員をもって構成する。 

 

第７章 強化本部 

 

（強化本部） 

第 19 条 本会の目的を達成するため，強化本部を置く。 

２ 強化本部は，次に掲げるものをもって構成する。 

（１）コーチ（役員） 

（２）コーチ 

３ 強化本部における，コーチ（役員）を除く職員は，本会の代表が任免する。 

 

第８章 事務局 

 

（事務局） 

第 20 条 本会の事務を処理するため，事務局を置く。 

２ 事務局は，次に掲げるものをもって構成する。 

（１）事務局長 
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（２）事務局（広報） 

（３）事務局（受付） 

３ 事務局の職員は，本会の代表が任免する。 

 

第９章 その他 

 

（解散） 

第 21 条 本会は，次に掲げる事由により解散する。 

（１）総会の決議 

（２）目的とする事業の成功の不能 

（３）正会員の欠亡 

２ 前項第１号の事由により解散する場合は，正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ 

ばならない。 

 

（委任） 

第 22 条 この規約に定めのない事項は，総会の議決を経て，代表が別に定めるところによ 

る。 

 

（変更） 

第 23 条 この規約は，総会において，出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。 

 

附 則 

１ この会則は，令和元年５月１日から施行する。 
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（様式第１号）入会届 

 

住 所 
  市        丁目   番   －   号 

（マンション名等            ） 

氏 名 

（小中は学校名生年月日も記入） 

 

（      学校：生年月日 平成   年  月  日） 

連絡先 
電話（ 本人 ・ 保護者 ）     －     － 

メールアドレス          ＠ 

コース 

（小中のみ○で囲んで下さ

い） 

・ 週 （  １回  ・  ２回  ・  ３回  ）コース 

・曜日 （  火曜日  ・  木曜日  ・  土曜日  ） 

（※週３回コースに水・金曜日を追加した週５コースはご相談下さ

い。） 

備 考 

 保護者氏名： 
（小中のみ記入） 
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（様式第２号）退会届 

            退 会 届          No.       

記入日：令和   年   月   日 

住 所       市      丁目    番   －    号 

（マンション名等               ） 

氏 名  

連絡先 （ 携帯 ・ 自宅 ）      －      － 

 私は，福岡大野城卓球アカデミーを退会します。 

 

                    署 名                  

 

（様式第３号）休会届 

           休 会 届           No.       

記入日：令和   年   月   日 

住 所       市      丁目    番   －    号 

（マンション名等               ） 

氏 名  

連絡先 （ 携帯 ・ 自宅 ）      －      － 

 私は，福岡大野城卓球アカデミーを 

  令和   年   月   日 まで休会します。 

                    署 名                  

 


